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����年�月�日より、植物に加え
「物品」も罰則の対象になりました。

問題：
輸出検査を受けずに海外へ持ち出すと
罰せられる可能性がある物はどれでしょう。

答え：全部

違法な持ち出しは罰則の対象です。 詳しくはこちら

輸出相手国の要求に合わない植物や物品を持ち出した場合、検査を受けるにあ
たり不正行為があった場合には、�年以下の拘禁刑、または���万円以下の
罰金が科せられます。法人の場合は�,���万円以下の罰金が科せられます。


